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別表第12（第29条の２関係）
大学院担当手当（適用区分表）
	勤務箇所
	職　　　　　　　　　　員
	調整数

	














大学院の研究科
	
一　主任指導を担当する後期３年の課程のみの課程（以下「博士後期課程」という。）の学生の人数が４人以上の者
	３

	
	
二　主任指導を担当する博士後期課程の学生の人数が１人以上３人以下の者，又は副指導を担当する博士後期課程の学生の人数が１人以上の者（一に掲げる者を除く）
	２

	
	
三　主任指導を担当する博士前期課程又は専門職学位課程の学生の人数が３人以上の者（一及び二に掲げる者を除く）
	1.5

	
	
四　主任指導を担当する博士前期課程又は専門職学位課程の学生の人数が１人以上２人以下の者
	１

	
	
五　大学院担当教員（一から四に掲げる者を除く）
	0.5

	備考
1　勤務箇所欄の大学の研究科は，宇都宮大学学則第2条の2で規定する研究科とする。
2　学生募集を停止した研究科については，学生募集を停止した年度から，博士前期課程及び専門職学位課程については2年，博士後期課程については3年までは前項の大学の研究科に含めることとする。
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